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ア
ジ
ア
＝
太
平
洋
郵
便
連
合
一
般
規
則
の
追
加
議
定
書

テ
ヘ
ラ
ン
に
お
い
て
大
会
議
と
し
て
会
合
し
た
ア
ジ
ア
＝
太
平
洋
郵
便
連
合
の
加
盟
国
の
政
府
の
全
権
委
員
は
、
千
九
百
八

十
五
年
十
二
月
四
日
に
バ
ン
コ
ッ
ク
で
作
成
さ
れ
た
ア
ジ
ア
＝
太
平
洋
郵
便
連
合
憲
章
第
二
十
一
条
２
の
規
定
に
か
ん
が
み
、

批
准
、
受
諾
又
は
承
認
を
条
件
と
し
て
、
ア
ジ
ア
＝
太
平
洋
郵
便
連
合
一
般
規
則
に
対
す
る
次
の
改
正
を
採
択
し
た
。

第
一
条

一
般
規
則
前
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
た
下
名
の
代
表
者
は
、
ア
ジ
ア
＝
太
平
洋
郵
便
連
合
憲
章
第
十
四
条
２
の
規
定
に

か
ん
が
み
、
合
意
に
よ
り
、
か
つ
、
同
憲
章
第
十
五
条
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
同
憲
章
の
適
用
及

び
連
合
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
並
び
に
加
盟
国
間
の
国
際
郵
便
業
務
に
関
す
る
規
定
を
次
の
と
お
り
こ
の
一
般
規

則
で
定
め
た
。

第
二
条

一
般
規
則
第
百
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一



第
百
一
条
　
書
類
の
発
行
、
公
用
の
通
信
及
び
会
合
に
お
け
る
審
議
に
使
用
す
る
言
語

１
　
事
務
局
の
書
類
の
発
行
及
び
事
務
局
と
加
盟
国
と
の
間
の
公
用
の
通
信
に
は
、
英
語
を
使
用
す
る
。

２
　
連
合
の
機
関
の
会
合
に
お
け
る
審
議
の
際
に
は
、
英
語
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
言
語
も
、
英
語
へ
の
通
訳

を
確
保
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
２
の
通
訳
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
英
語
に
代
わ
る
言
語
を
使
用
す
る
代
表
団
が
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
に

関
し
て
は
、
会
合
の
招
請
国
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
用
す
る
代
表
団
に
対
し
、
で
き
る
限
り
通
訳
上
の
便
宜
を
提
供
す

る
。

第
三
条

一
般
規
則
第
百
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
条
　
英
語
以
外
の
言
語

英
語
を
国
語
と
し
な
い
加
盟
国
は
、
前
条
３
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
自
ら
の
費
用
負
担
で
翻
訳
が
作

成
さ
れ
る
よ
う
手
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

二



一
般
規
則
第
百
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
三
条
　
特
別
取
極

憲
章
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
取
極
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
を
通
じ
て
加
盟
国
又
は
そ
の
郵
政
庁
に
通
報
す

る
。

第
五
条

一
般
規
則
第
百
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
四
条
　
大
会
議
の
決
議

１
　
加
盟
国
は
、
大
会
議
の
決
議
を
実
施
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
及
び
進
捗

ち
よ
く
状
況

を
随
時
事
務
局
に
通
報
す
る
。

２
　
事
務
局
は
、
大
会
議
の
決
議
を
実
施
す
る
た
め
に
加
盟
国
が
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
、
検
討

の
た
め
当
該
報
告
書
を
執
行
理
事
会
に
提
出
す
る
。

第
六
条

一
般
規
則
第
百
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三



第
百
五
条
　
大
会
議
又
は
臨
時
大
会
議
の
組
織
及
び
会
合

１
　
加
盟
国
の
代
表
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
連
合
の
文
書
を
改
正
す
る
た
め
及
び
加
盟
国
に
共
通
の
利
害
関
係
の
あ
る

他
の
必
要
と
認
め
る
郵
便
上
の
問
題
を
審
議
す
る
た
め
、
万
国
郵
便
大
会
議
の
開
催
の
後
二
年
以
内
に
大
会
議
と
し
て
会

合
す
る
。

２
　
各
加
盟
国
は
、
大
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
政
府
が
正
当
に
委
任
し
た
一
人
又
は
二
人
以
上
の
代
表
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る
。
加
盟
国
は
、
大
会
議
に
お
い
て
、
他
の
加
盟
国
が
自
国
を
代
表
す
る
よ
う
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

一
の
代
表
団
は
、
自
国
の
ほ
か
に
二
以
上
の
加
盟
国
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
自
国
の
ほ
か
に
二
以
上
の
加

盟
国
に
代
わ
っ
て
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
各
加
盟
国
は
、
一
の
票
を
有
す
る
。

４
　
大
会
議
は
、
原
則
と
し
て
、
次
回
の
大
会
議
の
開
催
さ
れ
る
国
を
指
定
す
る
。
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
又
は
そ
の
指
定
が
さ
れ
た
国
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
執
行
理
事
会
は
、

大
会
議
の
開
催
さ
れ
る
国
を
、
こ
れ
と
協
議
の
上
、
指
定
す
る
。
次
回
の
大
会
議
の
開
催
地
が
決
定
さ
れ
な
い
場
合
又
は

開
催
国
が
大
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
大
会
議
は
、
事
務
局
の
所
在
す
る
国
に

四



お
い
て
開
催
さ
れ
る
。

５
　
大
会
議
の
招
請
政
府
は
、
事
務
局
と
協
議
の
上
、
大
会
議
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
る
。
招
請
状
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、
事
務
局
が
大
会
議
の
期
日
の
六
箇
月
前
に
招
請
政
府
に
代
わ
っ
て
加
盟
国
の
政
府
に
発
出
す
る
。
招
請
政
府
が

希
望
す
る
場
合
に
は
、
招
請
状
は
、
招
請
政
府
が
発
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
連
合
の
会
議
に
は
、
顧
問
の
資
格
で
投
票
権
な
し
で
出
席
す
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
国
際
連
合
若
し
く
は
そ
の
専

門
機
関
又
は
連
合
の
活
動
に
利
害
関
係
を
有
す
る
そ
の
他
の
国
際
機
関
を
代
表
す
る
者
を
招
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
他
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
が
他
の
限
定
郵
便
連
合
、
万
国
郵
便
連
合
の
加
盟
国
の
郵
政
庁
又
は
ア
ジ

ア
及
び
太
平
洋
の
地
域
に
あ
る
万
国
郵
便
連
合
の
非
加
盟
国
の
郵
政
庁
若
し
く
は
同
地
域
に
あ
る
非
自
治
地
域
そ
の
他
の

地
域
の
郵
政
庁
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
連
合
の
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
招
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
招
請
に
つ
い
て
は
、
大
会
議
又
は
執
行
理
事
会
の
請
求
に
応
じ
、
事
務
局
が
行
う
。
招
請
政
府
が
希
望
す
る
場
合
に

は
、
招
請
状
は
、
招
請
政
府
が
発
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
大
会
議
は
、
そ
の
活
動
の
組
織
及
び
そ
の
審
議
の
方
法
に
つ
き
、
大
会
議
の
手
続
規
則
を
適
用
す
る
。

８
　
臨
時
大
会
議
の
場
所
及
び
期
日
に
つ
い
て
は
、
執
行
理
事
会
が
、
開
催
を
発
議
し
た
加
盟
国
の
同
意
を
得
て
決
定
す

五



る
。

９
　
２
、
３
、
６
及
び
７
の
規
定
は
、
臨
時
大
会
議
に
つ
い
て
も
準
用
す
る
。

第
七
条

一
般
規
則
第
百
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
六
条
　
執
行
理
事
会
の
構
成
、
運
営
及
び
会
合

１
　
執
行
理
事
会
は
、
す
べ
て
の
加
盟
国
で
構
成
す
る
。
会
合
に
は
、
加
盟
国
の
過
半
数
が
出
席
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
大
会
議
の
議
長
は
、
当
該
大
会
議
開
催
後
直
ち
に
同
じ
開
催
地
に
お
い
て
執
行
理
事
会
の
第
一
回
会
合
を
招
集
す
る
。

こ
の
会
合
に
お
い
て
、
同
理
事
会
は
、
理
事
国
の
う
ち
か
ら
一
の
議
長
国
及
び
一
の
副
議
長
国
を
選
出
す
る
も
の
と
し
、

議
長
国
及
び
副
議
長
国
の
任
期
は
、
次
回
の
大
会
議
の
終
了
の
時
ま
で
と
す
る
。
大
会
議
開
催
国
は
、
通
常
の
場
合
に
は

当
然
に
議
長
国
と
な
る
も
の
と
し
、
希
望
す
る
場
合
に
は
議
長
国
と
な
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
執
行
理
事
会
の
第
一
回
会
合
の
後
の
年
次
会
合
に
つ
い
て
は
、
同
理
事
会
の
議
長
が
招
集
す
る
。

４
　
執
行
理
事
会
は
、
各
会
合
に
お
い
て
、
次
回
の
会
合
の
開
催
さ
れ
る
国
を
指
定
す
る
。
会
合
の
開
催
が
必
要
で
あ
る
に

六



も
か
か
わ
ら
ず
招
請
国
が
な
い
場
合
に
は
、
会
合
は
、
事
務
局
の
所
在
地
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
会
合
の
開
催
は
、
事
務
局
の
所
在
す
る
国
の
郵
政
庁
で
は
な
く
、
事
務
局
が
行
う
。
当
該
会
合
の
経
費
は
、
加
盟
国

の
分
担
金
を
増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
務
局
が
そ
の
予
算
か
ら
負
担
す
る
。

５
　
執
行
理
事
会
の
議
長
は
、
通
常
会
期
か
ら
通
常
会
期
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
の
請
求

に
応
じ
、
原
則
と
し
て
事
務
局
の
所
在
地
に
お
い
て
同
理
事
会
の
会
合
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
執
行
理
事
会
の
会
合
の
招
請
国
は
、
同
理
事
会
の
議
長
と
協
議
の
上
、
会
合
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
る
。
会
合
へ
の

招
請
状
に
つ
い
て
は
、
同
理
事
会
の
議
長
（
議
長
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
事
務
局
）
が
加
盟
国
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に

発
出
す
る
。
招
請
国
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
招
請
状
は
、
招
請
国
が
、
加
盟
国
の
郵
政
庁
に
対
し
直
接
発
出
し
、
ま

た
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
執
行
理
事
会
の
運
営
費
に
つ
い
て
は
、
連
合
が
負
担
す
る
。
理
事
国
の
職
務
は
、
無
報
酬
と
す
る
。

８
　
加
盟
国
は
、
執
行
理
事
会
の
会
合
に
資
格
の
あ
る
郵
政
職
員
を
代
表
と
し
て
出
席
さ
せ
る
。

９
　
執
行
理
事
会
の
権
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(A)

大
会
議
の
決
議
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
。

七



(B)

加
盟
国
間
の
国
際
郵
便
業
務
の
運
営
に
必
要
な
細
目
に
つ
い
て
規
定
す
る
国
際
郵
便
業
務
規
則
を
定
め
る
こ
と
。

(C)

郵
便
業
務
の
改
善
の
た
め
加
盟
国
の
郵
政
庁
と
連
絡
を
保
つ
こ
と
。

(D)

事
務
局
の
管
理
に
関
す
る
規
則
を
定
め
及
び
そ
の
活
動
を
監
督
す
る
こ
と
。

(E)

大
会
議
か
ら
大
会
議
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
事
務
局
の
作
成
す
る
連
合
の
管
理
部
門
の
年
次
予
算
及
び
計
算
書
を
審

査
し
及
び
承
認
す
る
こ
と
。

(F)

万
国
郵
便
連
合
の
機
関
、
他
の
限
定
連
合
又
は
ア
ジ
ア
及
び
太
平
洋
の
地
域
に
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
国
際
連

合
の
他
の
専
門
機
関
と
有
益
な
連
絡
を
保
つ
こ
と
及
び
必
要
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
会
議
に
出
席
す
る
代
表

者
を
任
命
す
る
こ
と
。

(G)

技
術
協
力
の
よ
う
な
事
項
に
つ
き
、
加
盟
国
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
の
同
意
を
得
て
、
連
合
の
名
に
お
い
て
万
国

郵
便
連
合
、
他
の
限
定
連
合
又
は
国
際
機
関
と
取
決
め
を
締
結
す
る
こ
と
及
び
事
務
局
長
に
対
し
て
当
該
取
決
め
を
実

施
す
る
た
め
の
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
。

(H)

第
百
十
五
条
２
の
規
定
に
よ
り
、
万
国
郵
便
大
会
議
に
先
立
っ
て
会
合
す
る
こ
と
。

(I )

管
理
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
連
合
の
文
書
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
次
回
の
大
会
議
ま
で
解
決
を
待
つ
こ
と

八



の
で
き
な
い
も
の
を
暫
定
的
に
処
理
す
る
た
め
、
加
盟
国
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

10

執
行
理
事
会
は
、
そ
の
活
動
に
必
要
な
手
続
規
則
を
定
め
る
。

11

執
行
理
事
会
の
協
議
及
び
決
定
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
通
信
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

12

事
務
局
長
は
、
執
行
理
事
会
の
事
務
局
長
の
職
務
を
行
う
。

13

執
行
理
事
会
は
、
各
会
合
の
後
に
、
参
考
の
た
め
、
加
盟
国
の
郵
政
庁
に
概
要
報
告
書
を
送
付
す
る
。

14

執
行
理
事
会
は
、
そ
の
活
動
の
全
体
に
関
す
る
報
告
書
を
大
会
議
に
提
出
す
る
。

15

執
行
理
事
会
の
各
理
事
国
の
代
表
者
は
、
空
路
、
海
路
又
は
陸
路
に
よ
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
・
ク
ラ
ス
の
往
復
切
符
の
代
金

の
償
還
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
連
合
の
年
次
経
費
の
当
該
国
の
分
担
金
か
ら
控
除
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
。

第
八
条

一
般
規
則
第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
七
条
　
事
務
局

１
　
事
務
局
は
、
事
務
局
長
及
び
連
合
が
必
要
と
す
る
他
の
職
員
で
構
成
さ
れ
る
。

九



２
　
事
務
局
長
は
、
連
合
の
会
議
に
出
席
し
、
投
票
権
な
し
で
討
議
に
参
加
す
る
。

３
　
事
務
局
は
、
連
合
の
会
議
の
開
催
国
の
郵
政
庁
と
共
同
し
て
当
該
会
議
の
事
務
局
の
事
務
を
行
う
。

４
　
執
行
理
事
会
又
は
大
会
議
が
開
催
さ
れ
る
年
に
お
い
て
は
大
会
議
は
、
資
格
の
あ
る
郵
政
職
員
の
う
ち
か
ら
事
務
局
長

を
選
出
す
る
。
事
務
局
長
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
選
出
し
た
機
関
が
定
め
る
。

５
　
事
務
局
は
、
執
行
理
事
会
の
監
督
を
受
け
る
も
の
と
し
、
事
務
局
の
会
計
に
つ
い
て
は
、
所
在
国
の
権
限
の
あ
る
当
局

が
監
査
す
る
。

第
九
条

一
般
規
則
第
百
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
八
条
　
事
務
局
の
組
織
及
び
職
員

１
　
事
務
局
の
管
理
は
、
事
務
局
長
に
委
託
さ
れ
る
。
事
務
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
郵
便
業
務
に
少
な
く
と
も
五

年
間
従
事
し
か
つ
英
語
の
ほ
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
ア
ジ
ア
の
い
ず
れ
か
の
言
語
に
つ
き
職
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
知

識
を
有
す
る
適
格
な
職
員
の
補
佐
を
受
け
る
。
当
該
職
員
の
職
は
、
事
務
局
の
研
修
部
門
及
び
管
理
部
門
の
職
員
に
加
え

て
置
か
れ
る
。
当
該
職
員
の
選
考
に
当
た
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
加
盟
国
が
代
表
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
考
慮
す
る
。
事
務
局

一
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長
は
、
執
行
理
事
会
の
確
認
を
得
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
各
郵
政
庁
が
推
薦
し
た
者
の
う
ち
か
ら
当
該
職
員
を
任
命
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
は
、
専
門
分
野
に
お
け
る
事
務
局
の
必
要
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

２
　
事
務
局
長
は
、
事
務
局
が
連
合
の
文
書
及
び
大
会
議
の
決
定
に
従
っ
て
行
う
す
べ
て
の
任
務
に
つ
き
、
事
務
局
を
法
的

に
代
表
す
る
。

３
　
事
務
局
長
は
、
執
行
理
事
会
が
別
段
の
決
定
を
行
わ
な
い
限
り
、
連
合
の
出
席
が
要
請
さ
れ
る
郵
便
業
務
に
関
す
る
国

際
会
議
に
お
い
て
連
合
を
代
表
す
る
。

第
十
条

一
般
規
則
第
百
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
九
条
　
事
務
局
の
任
務

１
　
事
務
局
は
、
連
合
の
会
議
の
た
め
に
仮
議
事
日
程
の
作
成
そ
の
他
の
準
備
を
行
う
。

２
　
事
務
局
は
、
ア
ジ
ア
及
び
太
平
洋
の
地
域
に
あ
り
、
か
つ
、
連
合
に
加
盟
し
て
い
な
い
万
国
郵
便
連
合
の
加
盟
国
の
郵

政
庁
が
自
国
の
政
府
に
対
し
連
合
へ
の
加
盟
を
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
請
求
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当

該
郵
政
庁
と
連
絡
を
取
る
。

一
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３
　
事
務
局
は
、
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
執
行
理
事
会
及
び
連
合
の
加
盟
国
の
郵
政
庁
に
対
し
、
郵
便
業
務
の

問
題
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
。

４
　
事
務
局
は
、
連
合
の
活
動
に
関
す
る
年
次
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
加
盟
国
の
郵
政
庁
に
送
付
す
る
。
当
該
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
大
会
議
又
は
大
会
議
が
開
催
さ
れ
な
い
場
合
に
は
執
行
理
事
会
が
、
承
認
す
る
。
年
次
報
告
書
が
対
象
と

す
る
年
の
翌
年
の
五
月
末
ま
で
に
大
会
議
又
は
同
理
事
会
が
開
催
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
加
盟
国
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て

は
、
通
信
に
よ
っ
て
行
う
。
当
該
報
告
書
を
承
認
す
る
か
し
な
い
か
を
四
十
日
以
内
に
回
答
し
な
い
加
盟
国
は
、
こ
れ
を

承
認
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

５
　
事
務
局
は
、
加
盟
国
が
発
行
し
た
郵
便
切
手
の
収
集
（
常
に
最
新
の
郵
便
切
手
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。
）
を
保
有
す

る
。

６
　
事
務
局
は
、
ア
ジ
ア
及
び
太
平
洋
の
地
域
に
お
け
る
郵
便
業
務
を
改
善
す
る
た
め
、
研
修
部
門
に
お
い
て
、
研
修
の
便

宜
を
供
与
し
、
及
び
指
導
業
務
を
行
う
。
こ
の
研
修
部
門
は
、
運
営
理
事
会
が
管
理
す
る
も
の
と
し
、
同
理
事
会
の
構

成
、
目
的
及
び
権
限
は
、
第
百
十
一
条
で
定
め
る
。

第
十
一
条

一
二



一
般
規
則
第
百
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
条
　
事
務
局
の
刊
行
物

１
　
事
務
局
は
、
事
務
局
が
発
行
す
る
書
類
を
加
盟
国
の
郵
政
庁
及
び
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ヌ
に
あ
る
万
国
郵
便
連
合
国
際
事
務

局
に
無
料
で
提
供
す
る
も
の
と
し
、
各
郵
政
庁
は
、
そ
の
分
担
単
位
数
に
対
応
す
る
部
数
を
受
領
す
る
。
郵
政
庁
が
請
求

す
る
追
加
の
部
数
に
つ
い
て
は
、
請
求
を
行
っ
た
郵
政
庁
が
実
費
を
支
払
う
。

２
　
事
務
局
は
、
加
盟
国
が
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
第
百
十
五
条
１
の
規
定
に
よ
り
受
領
す
る
す
べ
て
の
議
案

の
表
を
作
成
し
、
加
盟
国
の
郵
政
庁
に
配
布
す
る
。

第
十
二
条

一
般
規
則
第
百
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
　
事
務
局
の
研
修
部
門
の
運
営
理
事
会

１
　
研
修
部
門
の
管
理
上
の
責
任
は
、
運
営
理
事
会
に
委
託
さ
れ
る
。
同
理
事
会
は
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
会
合
す
る

も
の
と
し
、
別
段
の
決
定
を
行
わ
な
い
限
り
、
執
行
理
事
会
の
会
合
が
開
催
さ
れ
る
国
に
お
い
て
、
同
理
事
会
に
先
立
っ

て
会
合
す
る
。

一
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２
　
運
営
理
事
会
は
、
大
会
議
に
対
す
る
自
己
の
責
任
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
次
の
権
限
を
有
す
る
。

(A)

研
修
部
門
の
管
理
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
こ
と
。

(B)

研
修
部
門
の
一
般
的
な
研
修
の
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

(C)

研
修
部
門
の
予
算
を
承
認
し
、
及
び
当
該
予
算
の
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
。

(D)

研
修
部
門
の
教
員
を
任
命
す
る
こ
と
。

(E)

研
修
部
門
の
教
員
及
び
事
務
職
員
の
俸
給
表
及
び
勤
務
条
件
を
定
め
る
こ
と
。

３
　
運
営
理
事
会
は
、
事
務
局
の
所
在
国
の
郵
政
庁
の
長
を
議
長
と
し
、
執
行
理
事
会
の
議
長
及
び
研
修
部
門
の
活
動
に
対

し
て
年
間
一
万
合
衆
国
ド
ル
以
上
の
額
に
相
当
す
る
現
金
若
し
く
は
現
物
の
拠
出
又
は
奨
学
制
度
、
自
国
の
費
用
負
担
若

し
く
は
専
門
家
の
派
遣
に
よ
る
貢
献
を
行
う
加
盟
国
の
郵
政
庁
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
投
票
権
を

有
す
る
。
事
務
局
長
、
万
国
郵
便
連
合
国
際
事
務
局
長
又
は
そ
の
代
理
、
国
際
連
合
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会
の

代
表
者
及
び
国
際
連
合
開
発
計
画
の
代
表
者
は
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
運
営
理
事
会
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
運
営
理
事
会
の
構
成
員
で
な
い
加
盟
国
も
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
運
営
理
事
会
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
運
営
理
事
会
は
、
適
当
と
認
め
る
そ
の
他
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
招
請
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
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４
　
３
の
加
盟
国
は
、
３
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
援
助
を
連
続
し
て
二
年
間
に
わ
た
り
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
運
営
理
事

会
の
会
合
に
代
表
を
出
す
権
利
を
有
し
な
い
。

５
　
運
営
理
事
会
の
会
合
に
つ
い
て
は
、
同
理
事
会
の
議
長
が
招
集
す
る
。

６
　
運
営
理
事
会
の
議
長
は
、
同
理
事
会
の
構
成
員
の
三
分
の
二
の
請
求
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
事
務
局
の

所
在
国
に
お
い
て
同
理
事
会
の
臨
時
会
合
を
招
集
す
る
。

７
　
運
営
理
事
会
の
協
議
及
び
決
定
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
通
信
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
事
務
局
長
は
、
運
営
理
事
会
の
事
務
局
長
の
職
務
を
行
う
。

９
　
運
営
理
事
会
は
、
前
回
の
大
会
議
以
降
の
同
理
事
会
の
活
動
及
び
将
来
の
活
動
計
画
に
関
し
、
大
会
議
に
報
告
書
を
提

出
す
る
。
当
該
報
告
書
に
は
、
参
考
の
た
め
過
去
及
び
将
来
の
財
政
措
置
の
詳
細
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。

10

運
営
理
事
会
は
、
同
理
事
会
の
会
合
か
ら
会
合
ま
で
の
間
に
お
け
る
研
修
部
門
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
現

地
執
行
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
必
要
な
任
務
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

一
般
規
則
第
百
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
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第
百
十
二
条
　
大
会
議
へ
の
議
案
の
提
出

１
　
大
会
議
に
提
出
す
る
議
案
は
、
大
会
議
の
開
会
日
の
三
箇
月
前
ま
で
に
事
務
局
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
大
会
議
の
開
会
日
に
先
立
つ
三
箇
月
の
期
間
内
に
事
務
局
に
到
達
す
る
議
案
で
あ
っ
て
も
、
大
会
議
の
裁
量
に
よ
り
、

審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
１
に
定
め
る
手
続
は
、
既
に
提
出
さ
れ
た
議
案
に
対
す
る
修
正
案
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
事
務
局
は
、
１
及
び
２
の
議
案
を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
加
盟
国
の
郵
政
庁
に
配
布
す
る
。

第
十
四
条

一
般
規
則
第
百
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
　
留
保

１
　
こ
の
一
般
規
則
の
第
五
章
の
規
定
に
対
す
る
留
保
に
つ
い
て
は
、
大
会
議
の
承
認
し
た
議
案
に
基
づ
き
こ
の
一
般
規
則

の
最
終
議
定
書
に
規
定
す
る
。

２
　
大
会
議
へ
の
議
案
の
提
出
に
関
す
る
前
条
の
規
定
は
、
留
保
に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
大
会
議
に
提
出
さ
れ
た
留
保
に
関
す
る
議
案
は
、
採
択
さ
れ
る
た
め
に
は
、
出
席
し
か
つ
投
票
す
る
加
盟
国
の
過
半
数

一
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に
よ
る
議
決
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
留
保
を
行
っ
て
い
る
加
盟
国
は
、
い
つ
で
も
当
該
留
保
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
留
保
の
撤
回
に
つ
い
て
は
、
事

務
局
を
通
じ
て
加
盟
国
に
通
報
す
る
。

第
十
五
条

一
般
規
則
第
百
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
　
大
会
議
か
ら
大
会
議
ま
で
の
間
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
一
般
規
則
を
改
正
す
る
た
め
の
議
案

１
　
郵
政
庁
が
大
会
議
か
ら
大
会
議
ま
で
の
間
に
提
出
し
た
こ
の
一
般
規
則
の
第
五
章
及
び
最
終
議
定
書
の
規
定
を
改
正
す

る
た
め
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
を
通
じ
て
他
の
郵
政
庁
に
送
付
す
る
。

２
　
議
案
は
、
次
の
手
続
に
付
す
る
。

加
盟
国
の
郵
政
庁
は
、
事
務
局
の
回
章
に
よ
っ
て
通
告
さ
れ
た
議
案
の
検
討
及
び
事
務
局
へ
の
意
見
の
送
付
の
た
め
、

二
箇
月
の
期
間
を
与
え
ら
れ
る
。
修
正
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。
事
務
局
は
、
回
答
を
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
加
盟
国
の

郵
政
庁
に
通
報
し
、
当
該
議
案
に
対
す
る
賛
否
を
表
明
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
そ
の
後
二
箇
月
の
期
間
内
に
賛
否
を
通

告
し
な
い
加
盟
国
の
郵
政
庁
は
、
棄
権
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
事
務
局
の
回
章
の
日
付
の
日

一
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か
ら
起
算
す
る
。

３
　
こ
の
一
般
規
則
の
第
五
章
及
び
最
終
議
定
書
の
規
定
の
改
正
は
、
加
盟
国
政
府
に
対
す
る
事
務
局
長
の
通
告
に
よ
っ
て

確
定
す
る
。

第
十
六
条

一
般
規
則
第
百
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
五
条
　
万
国
郵
便
大
会
議
に
提
出
す
る
議
案

１
　
加
盟
国
の
郵
政
庁
は
、
万
国
郵
便
大
会
議
に
提
出
す
る
議
案
を
、
万
国
郵
便
連
合
国
際
事
務
局
に
通
報
す
る
と
同
時
に

他
の
加
盟
国
及
び
事
務
局
に
通
報
す
る
。
こ
れ
ら
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
憲
章
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン

ス
語
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
加
盟
国
は
、
万
国
郵
便
大
会
議
に
お
い
て
討
議
さ
れ
る
議
案
そ
の
他
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
及
び
調
整

す
る
た
め
、
当
該
万
国
郵
便
大
会
議
に
先
立
ち
及
び
当
該
万
国
郵
便
大
会
議
の
期
間
中
に
お
い
て
会
合
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
七
条

一
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一
般
規
則
第
百
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
六
条
　
分
担
等
級

１
　
加
盟
国
は
、
管
理
部
門
の
経
費
の
分
担
に
関
し
、
四
の
集
団
に
区
分
さ
れ
る
。
万
国
郵
便
連
合
の
経
費
の
分
担
に
お
い

て
五
十
単
位
を
超
え
る
分
担
単
位
数
を
有
し
又
は
五
十
単
位
等
級
、
四
十
単
位
等
級
、
三
十
五
単
位
等
級
、
二
十
五
単
位

等
級
若
し
く
は
二
十
単
位
等
級
に
属
す
る
加
盟
国
は
五
単
位
を
、
同
連
合
の
経
費
の
分
担
に
お
い
て
十
五
単
位
等
級
、
十

単
位
等
級
又
は
五
単
位
等
級
に
属
す
る
加
盟
国
は
三
単
位
を
、
同
連
合
の
経
費
の
分
担
に
お
い
て
三
単
位
等
級
又
は
一
単

位
等
級
に
属
す
る
加
盟
国
は
二
単
位
を
、
同
連
合
の
経
費
の
分
担
に
お
い
て
二
分
の
一
単
位
等
級
に
属
す
る
加
盟
国
は
一

単
位
を
そ
れ
ぞ
れ
分
担
す
る
。
も
っ
と
も
、
加
盟
国
は
、
よ
り
多
く
の
単
位
を
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
連
合
に
加
盟
す
る
国
及
び
連
合
か
ら
脱
退
す
る
国
は
、
加
盟
又
は
脱
退
が
効
力
を
生
ず
る
年
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
期

間
に
つ
い
て
管
理
部
門
の
経
費
を
分
担
す
る
。

第
十
八
条

一
般
規
則
第
百
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
　
連
合
の
予
算
及
び
計
算
書

一
九



１
　
管
理
部
門
の
支
出
は
、
年
額
八
万
合
衆
国
ド
ル
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
務
局
は
、
遅
く
と
も
各
暦
年
の
終
了
す
る
二
箇
月
前
ま
で
に
、
翌
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

の
管
理
部
門
の
予
算
見
積
書
を
作
成
す
る
。
当
該
予
算
見
積
書
に
は
、
こ
れ
を
作
成
す
る
年
の
予
算
及
び
そ
の
前
年
の
決

算
の
数
字
と
比
較
し
た
収
支
の
見
積
り
の
詳
細
な
資
料
を
含
め
る
。
事
務
局
は
、
承
認
を
得
る
た
め
、
執
行
理
事
会
又
は

大
会
議
が
開
催
さ
れ
る
場
合
に
は
大
会
議
に
、
当
該
予
算
見
積
書
を
提
出
す
る
。
そ
の
承
認
が
得
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
事

務
局
は
、
前
年
の
予
算
額
の
限
度
内
で
任
務
を
遂
行
す
る
。

３
　
事
務
局
は
、
前
年
の
活
動
に
関
す
る
詳
細
な
決
算
書
及
び
収
支
に
関
す
る
す
べ
て
の
書
類
を
添
付
し
た
管
理
部
門
の
報

告
書
を
毎
年
第
一
四
半
期
に
作
成
す
る
。
こ
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
得
る
た
め
及
び
連
合
の
加
盟
国
の
郵
政
庁

に
配
布
す
る
た
め
執
行
理
事
会
又
は
大
会
議
に
提
出
す
る
。

４
　
管
理
部
門
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
執
行
理
事
会
又
は
大
会
議
が
承
認
し
た
予
算
に
基
づ
い
て
行
う
。
研
修
部
門
の
支
出

に
つ
い
て
は
、
運
営
理
事
会
が
承
認
し
た
予
算
に
基
づ
い
て
行
う
。

５
　
１
に
定
め
る
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
管
理
部
門
の
効
果
的
運
営
の
た
め
に
超
過
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
加
盟
国
の
過
半
数
が
同
意
す
る
場
合
に
限
る
。

二
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６
　
加
盟
国
は
、
大
会
議
又
は
執
行
理
事
会
が
決
定
す
る
予
算
に
基
づ
き
、
連
合
の
管
理
部
門
の
年
次
経
費
に
対
す
る
自
国

の
分
担
金
を
前
払
す
る
。
分
担
金
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
当
該
予
算
に
係
る
会
計
年
度
の
初
日
ま
で
に
支
払
う
。
研
修

部
門
の
負
担
金
及
び
任
意
拠
出
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
払
う
。
管
理
部
門
の
分

担
金
に
つ
い
て
は
、
期
限
を
経
過
し
た
後
は
、
未
払
金
額
に
つ
い
て
、
最
初
の
六
箇
月
間
は
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
箇
月

目
か
ら
は
年
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
利
子
が
課
さ
れ
る
も
の
と
し
、
こ
の
利
子
は
、
連
合
に
帰
属
す
る
。

７
　
連
合
の
資
金
の
不
足
を
補
う
た
め
に
管
理
部
門
及
び
研
修
部
門
の
予
算
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
予
備
基
金
を
設
け
る
も
の

と
し
、
そ
の
額
に
つ
い
て
は
、
執
行
理
事
会
が
定
め
る
。
予
備
基
金
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
予
算
の
剰
余
金
に
よ
り
維

持
す
る
も
の
と
し
、
予
算
の
収
支
を
合
わ
せ
る
た
め
に
も
、
加
盟
国
の
分
担
金
の
額
を
引
き
下
げ
る
た
め
に
も
、
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
研
修
部
門
の
一
時
的
な
資
金
不
足
に
関
し
て
は
、
事
務
局
の
所
在
国
は
、
関
係
国
が
償
還
を
保
証
す
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
運
営
理
事
会
に
対
し
、
事
務
局
の
研
修
機
能
の
継
続
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
立
替
払
を
行
う
。
立
て

替
え
ら
れ
る
資
金
の
額
は
、
研
修
部
門
の
予
算
の
限
度
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

９
　
事
務
局
の
所
在
国
に
よ
っ
て
資
金
が
立
て
替
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
８
の
関
係
国
の
郵
政
庁
は
、
８
の
規
定
に
従
っ
て

二
一



立
て
替
え
ら
れ
た
金
額
を
運
営
理
事
会
を
通
じ
て
当
該
所
在
国
に
償
還
す
る
。
そ
の
償
還
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、

か
つ
、
遅
く
と
も
同
理
事
会
が
割
当
て
を
承
認
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

一
般
規
則
第
百
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
条
　
こ
の
一
般
規
則
に
関
す
る
議
案
の
承
認
の
条
件

１
　
こ
の
一
般
規
則
に
関
す
る
議
案
で
あ
っ
て
大
会
議
に
提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
大
会
議
に
代
表

を
出
し
て
い
る
加
盟
国
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
加
盟
国
は
、
前
章
の
規
定
を
改
正
す
る
た
め
の
議
案
を
大
会
議
か
ら
大
会
議
ま
で
の
間
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
こ
の
議
案
は
、
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
章
の
規
定
の
解
釈

に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
は
、
当
該
解
釈
が
憲
章
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
仲
裁
の
対
象
と
な
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
投

票
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
　
こ
の
追
加
議
定
書
の
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間

二
二



こ
の
追
加
議
定
書
は
、
二
千
二
年
七
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
加
盟
国
政
府
の
全
権
委
員
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
一
般
規
則
中
に
あ
る
場
合
と
同
一
の
効
力
及
び
同

一
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
追
加
議
定
書
を
作
成
し
、
大
会
議
の
指
定
す
る
加
盟
国
の
政
府
に
寄
託
さ
れ
る
本
書
一

通
に
署
名
し
た
。
寄
託
政
府
は
、
そ
の
謄
本
一
通
を
各
加
盟
国
に
送
付
す
る
。

二
千
年
九
月
十
八
日
に
テ
ヘ
ラ
ン
で
作
成
し
た
。

二
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